
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※婚活事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 

 

対象となる事業 

公益活動＊を通じて男女の交流や出会いの機会を提供する事業で、次の①～⑤全てを満たすもの 

① 20 歳以上の独身男女が参加 ②参加者の総数が 20 人以上 ③参加者の男女の比率に著し

い差異がない ④参加者の半数以上が市内に在住か在勤 ⑤原則として実施場所が市内 

＊環境や高齢者・障害者・子どもなどに関わるボランティア、地域の魅力向上、住民福祉の向上や活

力ある地域社会づくりなど 

対象となる団体 
市内に事業所などの拠点がある企業や NPO 法人、団体などで、公益事業についての実績がある

もの。企業や団体内部の組織単位（○○組合、○○支部、○○商店街組合なども）での申請も可。 

補助対象経費 
講師や司会者の謝金、施設の使用料、バスなどの借り上げ料、広告料・通信費、参加

者の飲食費、損害保険料、事務費など 

補助金額 
補助対象経費の全額（ただし参加者の飲食費は補助対象経費の半分まで）で、上限は

10 万円。審査委員会の審査を経て決定します。 

申し込み 

事業の実施前に、市役所９階人権男女共同参画課（℡321-1228）にある申請書に必

要書類を添えて同課へ提出してください。様式は、市ホームページからダウンロード

もできます。予算額に達するまで随時受け付けます。 

詳しくは 高崎市人権男女共同参画課（℡027-321-1228）へ。 

市のホームページでもご覧いただけます。 

ボランティア活動などを通じて、 
結婚を希望する男女の交流や出会いの場づくりに取り組む企業や団体に、

最大 10万円を補助します。 

 

たかさき縁結び補助金 

地域の環境美化事業 

地域の魅力を 

向上させる事業 

高齢者・障害者・ 

子どもなどの 

支援事業 


